
 
平成２５年度第１３回天童市教育委員会について（報告） 

 
日 時  平成２６年３月２４日（月） 午後１時３０分 
場 所  教育委員会 第一会議室 

 
＜ 議 事 ＞                                 
議第３７号 天童市教育委員会事務局及び教育機関等の組織規則の一部改正に

ついて 
 
  山形県立村山特別支援学校天童校の開校に伴う当該校への学校給食の提供

を行うための対象施設に関する規定の整理、平成２６年４月１日からの組織

改編に伴う関係規定の整理及び字句の整理を行うものです。 
 

＜可決する＞ 
         質疑等なし。 
 
 
議第３８号 天童市学校施設使用条例施行規則の一部改正について 
 
  天童市暴力団排除条例第７条の規定により、平成２６年４月１日以降の市

の施設の使用等に係る申請の際、「暴力団を利する利用ではない」ことの誓

約を求めることとなったほか、使用の許可及び使用料の減額又は免除の決定

に関し、責任の所在の明確化と事務の効率化を図るため、規則の整備を行う

ものです。 
 

＜可決する＞ 
 
委 員: 教育委員会の施設以外の市の施設についても同じ対応か。  
事務局: 市の施設全体について、同じ対応を行っています。 
 
議第３９号 天童市学校給食センター設置条例施行規則の一部改正について 
 
  山形県立村山特別支援学校天童校の開校に伴う当該校への学校給食の提供

を行うための対象施設に関する規定の整理を行うものです。 
 

＜可決する＞ 
 

質疑等なし。 
 
議第４０号 天童市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則等の一部改

正について 
 

天童市暴力団排除条例の施行に伴う関係様式、中央公民館の廃止に伴う市

立公民館の貸出備品、新たな分館の設置及び分館主事の任期に関する規定、



市立公民館の会議室の使用許可等に関する規定の整備を行うとともに、字句

等の整理を行うものです。 
 

＜可決する＞ 
 

委 員: 西原分館の所在地が記入なっていない理由は。 
事務局: これまでは館長の自宅の住所を載せていましたが、今後は施設の所在地

を載せるべきとなり、現在、施設のない「青空分館」であるため、所在

地の欄を空欄としたものです。 
 
議第４１号 天童市学校評議員の委嘱について 
 
  第三中学校の学校評議員について委嘱を行うものです。評議員は５名で全

員再任です。任期は２年間です。 
 

＜可決する＞ 
 
        質疑等なし。 
 


